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件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
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者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
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日

本
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へ
提

出
月
日

参
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衆
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院
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考

委
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会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

１

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

長
田
武
士
君

外
　
　
二
　
　
名

　
　
（
元
、
一
〇
、
一
一
）

元
、
一
〇
、
一
三　

元
、
一
〇
、
一
三　

　
　
（
予
）

元
、
一
〇
、
一
三　

公
職
選
挙

法
改
正
調

査　

特　

委

継
　
続
　
　
審
　
査

2

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

松
本
善
明
君

外
　　
　

　
二
　　

　
名

　
　
　　

（
一
〇
、
一
八
）

一
〇
、
二
三　

一
〇
、
二
三　

（
予
）

一
〇
、
二
三　

公
職
選
挙

法
改
正
調

査　

特　

委

継
　
続
　
審
　
査

3

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

公
職
選
挙
法
改

正
に
関
す
る
調

査
特
別
委
員
長

　
　
　　

（
一
一
、
八
）

一
一
、
八

元
、　

一
一
、
九

一
一
、
九　
元
、
一
一
、
九

可
　
　
決

元
、
一
一
、
一
〇

可
　
　
決

元
、
一
一
九　

可
　
　
決

４

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

松
本
善
明
君

外
　　
　

　
二　

　
　
名

　
　
　　

（
一
一
、
一
五
）

一
一
、
一
六　

一
一
、
一
六

（
予
）

一
一
、
一
六　

公
職
選
挙

法
改
正
調

査　

特　

委

元
、
　
一
二
、
一

撤
　
　　
　

　
回

（
委
員
会
許
可
）

７

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

公
職
選
挙
法
改

正
に
関
す
る
調

査
特
別
委
員
長

　
　
　
（
一
二
、
一
）

一
二
、
一　
　
　

一
二
、
一

一
二
、
一

（
予
）

　
　
一
二
、
一
三

可
　
　
決

　

　
一
二
、
一
三　

可
　
　
決

　
　
一
二
、
一

可
　
　
決

9

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

山
花
貞
夫
君

外
　
　　

一
　
　
名

　
　
　
（
一
二
、
八
）

一
二
、
八　

一
二
、
八　

（
予
）

一
二
、
八　

公
職
選
挙

法
改
正
調

査　

特　

委

継
　
続
　
　
審
　
査



公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
三
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
指
定
都
市
に
お
い
て
、
衆
議
院
議
員
の
二
以
上
の

　
選
挙
区
に
わ
た
っ
て
区
が
新
設
さ
れ
る
場
合
の
当
該
区
の
所
属
す
べ

　
き
衆
議
院
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
、
そ
の
急
激
な
変
更
を
緩
和
し

　
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
衆
議
院
議
員
の
二
以
上
の
選
挙
区
に
わ
た
っ
て
新
た
に
設
置
さ

　
　
れ
た
指
定
都
市
の
区
に
係
る
衆
議
院
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、

　
　
当
該
区
が
設
置
さ
れ
た
日
以
後
二
度
目
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
議
員

　
　
の
総
選
挙
前
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
限
り
、
な
お
従

　
　
前
の
区
域
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
二
、
一
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
区
に
つ
い
て
は
、
選
挙
区
の
区
域

　
　
に
よ
り
当
該
区
の
区
域
を
分
け
て
数
開
票
区
を
設
け
る
も
の
と
す

　
　
る
。

　
三
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
他

　
　
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
い
て
、
委
員
会
に
お

け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
指
定
都
市
の
区
の
新
設
に
関
し
、
衆
議
院
議
員
の

選
挙
区
に
つ
い
て
、
そ
の
急
激
な
変
更
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
衆
議
院
議
員
の
二
以
上
の
選
挙
区
に
わ
た
っ
て
新
た

に
設
置
さ
れ
た
指
定
都
市
の
区
に
係
る
衆
議
院
議
員
の
選
挙
区
に
つ

い
て
は
、
当
該
区
が
設
置
さ
れ
た
日
以
後
二
度
目
に
行
わ
れ
る
衆
議

院
議
員
の
総
選
挙
前
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
限
り
、
な

お
従
前
の
区
域
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
を
主
な
内
容
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
衆
議
院
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
長
左
藤
恵
君
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
採
決

を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
七
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
政
治
活
動
等
の
実
情
に
か
ん
が
み
、

　
金
の
か
か
ら
な
い
政
治
の
実
現
と
選
挙
の
公
正
の
確
保
に
資
す
る
た



め
、
公
職
の
候
補
者
等
が
行
う
寄
附
の
禁
止
の
強
化
等
所
要
の
改
正

を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
候
補
者
等
が
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し
て
す
る
寄
附
の
禁
止

　
に
つ
い
て
の
罰
則
の
強
化
等

　
１
　
候
補
者
等
が
行
う
政
治
教
育
の
た
め
の
集
会
に
お
け
る
食
事

　
　
の
実
費
補
償
と
し
て
の
寄
附
は
禁
止
す
る
。

　
２
　
候
補
者
等
が
禁
止
規
定
に
違
反
し
て
行
う
寄
附
に
つ
い
て
は
、

　
　
候
補
者
等
が
自
ら
出
席
す
る
結
婚
披
露
宴
及
び
葬
式
等
に
係
る

　
　
祝
儀
、
香
典
等
の
供
与
を
除
き
、
す
べ
て
罰
則
の
対
象
と
す
る
。

　
３
　
候
補
者
等
以
外
の
者
が
候
補
者
等
を
名
義
人
と
し
て
行
う
寄

　
　
附
を
禁
止
し
、
そ
の
違
反
に
罰
則
を
設
け
る
。

　
４
　
候
補
者
等
に
対
す
る
寄
附
の
勧
誘
及
び
要
求
の
禁
止
規
定
に

　
　
違
反
し
、
候
補
者
等
を
威
迫
し
あ
る
い
は
そ
の
当
選
等
を
失
わ

　
　
せ
る
目
的
を
も
っ
て
こ
れ
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
罰
則
を
設
け

　
　
る
。
３
の
寄
附
に
つ
い
て
も
勧
誘
又
は
要
求
す
る
こ
と
を
禁
止

　
　
し
、
威
迫
を
も
っ
て
こ
れ
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
罰
則
を
設
け

　
　
る
。

二
、
後
援
団
体
が
そ
の
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し
て
す
る
寄
附
に

　
つ
い
て
は
、
花
輪
、
香
典
等
の
寄
附
及
び
こ
れ
ら
の
寄
附
以
外
の

　
も
の
で
あ
っ
て
も
後
援
団
体
が
そ
の
設
立
目
的
に
よ
り
行
う
行
事

　
等
に
関
し
て
行
う
も
の
で
な
い
寄
附
を
す
る
こ
と
を
、
そ
の
寄
附

　
の
時
期
を
問
わ
ず
禁
止
し
、
そ
の
違
反
を
罰
則
の
対
象
と
す
る
。

三
、
候
補
者
等
が
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し
、
答
礼
の
た
め
の
自

　
筆
に
よ
る
も
の
を
除
き
、
年
賀
状
等
の
あ
い
さ
つ
状
（
電
報
等
を

　
含
む
。
）
を
出
す
こ
と
を
禁
止
す
る
。

四
、
候
補
者
等
及
び
後
援
団
体
は
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
す
る

　
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
広
告
を
、
有
料
で
、
新
聞
紙
等
に
掲
載

　
さ
せ
又
は
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
に
よ
り
放
送
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

　
い
も
の
と
し
、
こ
れ
に
違
反
を
し
た
者
及
び
威
迫
を
も
っ
て
こ
れ

　
を
要
求
し
た
者
に
つ
い
て
罰
則
を
設
け
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
平
成
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会

　
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
政
治
活
動
等
の
実
情
に
か
ん
が
み
、

　
金
の
か
か
ら
な
い
政
治
の
実
現
と
選
挙
の
公
正
の
確
保
に
資
す
る
た

　
め
、
公
職
の
候
補
者
等
が
行
う
寄
附
の
禁
止
に
つ
い
て
の
罰
則
の
強

　
化
、
後
援
団
体
が
行
う
寄
附
の
禁
止
の
強
化
、
あ
い
さ
つ
状
の
禁
止



及
び
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有
料
広
告
の
禁
止
等
を
主
な
内
容
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
衆
議
院
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
長
左
藤
恵
君
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
採
決

を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




